
(5) 職員について

職員の数 3 人 うち常勤 3 人

会員等区分の名称 会員の数

人

人

(3) 会計監査人について

会計監査人設置の有無 会計監査人の氏名又は名称

無

(4) 会員等について（注）

(2) 公益法人から受ける財産上の利益が２０００万円を超える理事又は監事について

財産上の利益の額 当該額を必要とする理由

0 円 0 円

 定款の条項 第12条、第15条、第24条、第30条

30,600 円 0 円

 監事 2 人 0 人

15,300 円 0 円

 理事 4 人 0 人

評議員 4 人 0 人

運営組織に関する重要な事項【公益財団法人用】（認定規則第46条第１項第２号）

(1) 評議員、理事及び監事のその他の状況

評議員、理事又は監事の数 報酬等の総額（年間総額）

（うち常勤） うち、退職手当の額

法人の目的
　県内の河川及び湖沼における水産資源の増殖及び水や魚に親しむ機会の提供の促進に関
する事業を行い、魚の豊かな川づくりを推進し、もって本県の内水面漁業の振興及び地域の活
性化に寄与することを目的とする。

主たる事務所の所在場所
都道府県 市区町村番地等

鳥取県 鳥取市東町１丁目２２０番地

法人の基本情報

法人の名称 公益財団法人鳥取県魚の豊かな川づくり基金

設立登記日（注） 平成24年4月1日



※会計監査人による外部監査を受けている法人は記載不要です。 

　　 複数の事業又は組織がある場合は、事業・組織の体系を添付してください。

(7) 情報開示の適正性及び経理的基礎を担保する状況について

 法人の体制に応じて、次の(1)から(3)までのいずれかを選択して記載してください。 

 (1)　公認会計士又は税理
    士である者が監事を務
    めている場合

 当該監事の氏名

 公認会計士・税理士の別

(8) 事業・組織の体系

 (2)　(1)以外の場合で
    あって、費用及び損失
    の額又は収益の額が1
    億円未満の場合

 営利又は非営利法人の経理事
 務に従事等した経験を有する
 監事の氏名

西根　泰章

 当該監事の経理事務経験につ
 いて右欄に記載してください｡

　西日本信用漁業協同組合連合会に常務理事（常勤）
として在職している。
　前職は、合併前の鳥取県信用漁業協同組合連合会
で、参事兼総務部長兼審査課長として総括、決算およ
び経理事務、審査業務に携わっていた。

 (3)　(1)又は(2)以外の場合
 公認会計士、税理士又はその
 他の経理事務の精通者による
 関与について説明してください。

理事会 令和7年1月17日 第1号議案　令和6年度補正予算について

理事会 令和6年6月12日 第1号議案　業務執行理事の選定について

理事会 令和7年2月28日

第1号議案　令和7年度ふれあい事業助成対象の審査及び選定について
第2号議案　令和7年度事業計画及び収支予算について
第3号議案　令和7年度資金調達及び設備投資の見込みについて
第4号議案　令和7年度における基本財産の運用について
報告事項　　代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況について
報告事項　　２０２４年公益法人制度改革について

令和6年5月23日
第1号議案　令和5年度事業及び決算報告について
第2号議案　定時評議員会の開催について
報告事項　　代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況について

理事会

(6)評議員会等の開催状況について

開催年月日 主な決議事項等

評議員会 令和6年6月7日
第1号議案　令和5年度事業及び決算報告について
第2号議案　評議員及び役員の選任について


